
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市では、ＮＰＯ活動やボランティア活動など「市民活動」の促進に取り組ん

でいます。 

平成 20 年 4 月に静岡市市民活動促進基本計画を策定し、現在、市民活動を

促進するための具体的な施策に取り組んでいます。本計画は計画期間を平成

23年度までとしているため、平成 24年度以降の市民活動の促進施策を総合的

かつ計画的に実施するために、市民活動促進協議会に意見を求め、第 2次基本

計画（案）を策定しています。 

ご意見をお寄せください。 

意見募集期間： 平成 24年 1月 20日～2月 18日（必着） 

提 出 方 法 ： 郵送・FAX・専用ホームページから 

 http://www.city.shizuoka.jp/deps/simin/npoindex.html 

 ※「静岡市の市民活動」で検索できます。 

 ※インターネットで提出される場合は、個人情報保護のため、投稿フ

ォームをご利用ください。 

計画案閲覧 ： 計画案は、市民生活課、市民活動センター、各区市政情報コーナ

ー、市ホームページ等でご覧になれます。 

【問合せ】静岡市役所市民生活課 〒420-8602 静岡市葵区追手町 5-1 静岡庁舎 15階  

(TEL) 054-221-1265  (FAX)054-221-1538 (Email)seikatsu@city.shizuoka.lg.jp 

 
 

※「市民活動」とは、市民が営利を目的とせず、社会的課題の解決に取り組む公益のため

の活動のことをいいます。 

http://www.city.shizuoka.jp/deps/simin/npoindex.html

